
第１２回宮川プロジェクト会議 
（水力発電事業の民間譲渡に伴う宮川流域諸課題解決のためのプロジェクト会議） 
                

日時：平成２０年９月３０日（火）１０時から 
            場所：議事堂 ６階 ６０３会議室 
 
 
１ 宮川プロジェクト会議報告書（案）について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ その他 
 
 
 
 
 
 
 
 



























                       水力発電事業の民間譲渡に伴う宮川流域諸課題解決のためのプロジェクト会議（宮川プロジェクト会議）               資 料 ２ 

                                                   報告書（正副座長案）に対する意見                                       Ｈ２０．９．３０ 

修 正 案 
頁・段落 

原  案 
（新政みえ、日本共産党三重県議団、「想造

そうぞう

」） 自民・無所属議員団 県政みらい 公明党 
 

５頁 
 １段落 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
５頁 
 ２段落 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５頁２段落

と３段落間

に挿入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５頁 
３段落 

 
 
 
 

 
県・企業庁がこれまで地域の安全や産業の 

発展のために担ってきた治水、利水、環境保全

といった公益的な機能や、事業者である企業庁

の実施してきた森林の環境保全や魚道の運用、

三浦湾漁場環境の保全などの地域に貢献する 

取組が、譲渡後も継続されることが必要である。 
 
 
 
 
 
このため、上記４（１）②で提言した部局  

横断的な組織において、県・企業庁が第７回宮

川プロジェクト会議で示した別紙「地域貢献等

に対する譲渡交渉先との協議状況と県の考え

方」（Ｐ６～Ｐ７）のうち、項目２「治水機能の

確保」から項目９「三瀬谷ダム・宮川ダム関連

施設」について、譲渡先の企業、関係する市町、

団体等と協議、調整を行い、着実に実行される

よう努めること。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
また、同組織は民間譲渡後も宮川流域の地域

づくりや産業振興も含めた幅広い視点から、 

地域に貢献する様々な取組を、流域関係者と 

ともに進める役割を担っていくこと。 

 
県・企業庁がこれまで地域の安全や産業の 

発展のために担ってきた治水、利水、環境保全

といった公益的な機能や、事業者である企業庁

の実施してきた農業用水供給に対する支援取組

の継続や森林の環境保全、魚道の運用、三浦湾

漁場環境の保全などの地域に貢献する取組が、

譲渡後も継続されることが必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特に、項目４「三瀬谷ダムの工業用水」につい

ては、中南勢工業用水建設促進協議会（伊勢市、

松阪市、明和町、玉城町、度会町、多気町で構成）

において「南伊勢工業用水道事業を廃止し、  

中南勢地域の工業用水については、代替水源を確

保することにより対応するものとする。」という

議決がなされたことを議会として尊重する。  

今後、企業誘致による工業用水の需要が発生した

場合は、同協議会及び受水企業の意向を踏まえた

上で、最適な給水方法を検討し、適切に対応する

こと。 
 
 
 
また、上記部局横断的な組織は民間譲渡後も 

宮川流域の地域づくりや産業振興も含めた幅広

い視点から、地域に貢献する様々な取組を流域 

関係者とともに進める役割を担っていくこと。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このため、県・企業庁が第７回宮川プロジェク

ト会議で示した別紙「地域貢献等に対する譲渡 

交渉先との協議状況と県の考え方」（Ｐ６～Ｐ７）

のうち、項目２「治水機能の確保」から項目９  

「三瀬谷ダム・宮川ダム関連施設」について、議

会として県の考え方を尊重するが、上記４（１）

②で提言した部局横断的な組織において、譲渡先

の企業、関係する市町、団体等と協議、調整を行

い、着実に実行されるよう努めること。 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  水力発電事業の民間譲渡に伴う宮川流域諸課題解決のためのプロジェクト会議（宮川プロジェクト会議） 

報告書（正副座長案）に対する意見 

会派名  自民・無所属議員団            

修正意見 

頁・行 原  案 修 正 案 理 由 
 

５頁１段

落目４行

目以下に 

挿入 
 
 
 
 

 
実施してきた森林の環境保全 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
実施してきた農業用水供給に対する支援取

組の継続や森林の環境保全 
 
 
 
 
 

 
議会において、一定の整理をする必要がある

と考えるため 

 

※提出期限：平成２０年９月２６日（金）正午まで（期限厳守）にお願いします。 



水力発電事業の民間譲渡に伴う宮川流域諸課題解決のためのプロジェクト会議（宮川プロジェクト会議） 

報告書（正副座長案）に対する意見 

会派名  県政みらい               

修正意見 

頁・行 原  案 修 正 案 理 由 
 

５頁１１

行目以下

に挿入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５頁１２

行目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 また、同組織は 

 
特に、項目４「三瀬谷ダムの工業用水」に

ついては、中南勢工業用水建設促進協議会

（伊勢市、松阪市、明和町、玉城町、度会町、

多気町で構成）において「南伊勢工業用水道

事業を廃止し、中南勢地域の工業用水につい

ては、代替水源を確保することにより対応す

るものとする。」という議決がなされたこと

を議会として尊重する。今後、企業誘致によ

る工業用水の需要が発生した場合は、同協議

会及び受水企業の意向を踏まえた上で、最適

な給水方法を検討し、適切に対応すること。 

 
 

 
また、上記部局横断的な組織は 

 
 「三瀬谷ダムの工業用水確保」については、

委員間討議を行っているので、議論の結果を

受けて、宮川プロジェクト会議としての考え

方を記述すべきである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
修正案で記述した中南勢工業用水建設促

進協議会と混同されないように、部局横断的

な組織であることを明記する。 

 

※提出期限：平成２０年９月２６日（金）正午まで（期限厳守）にお願いします。 



水力発電事業の民間譲渡に伴う宮川流域諸課題解決のためのプロジェクト会議（宮川プロジェクト会議） 

報告書（正副座長案）に対する意見 

会派名  公明党               

修正意見 

頁・行 原  案 修 正 案 理 由 
 

５頁６行

目～１１

行目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
このため、上記４（１）②で提言した部局

横断的な組織において、県・企業庁が第７回

宮川プロジェクト会議で示した別紙「地域貢

献等に対する譲渡交渉先との協議状況と県

の考え方」（Ｐ６～Ｐ７）のうち、項目２「治

水機能の確保」から項目９「三瀬谷ダム・宮

川ダム関連施設」について、譲渡先の企業、

関係する市町、団体等と協議、調整を行い、

着実に実行されるよう努めること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
このため、県・企業庁が第７回宮川プロジ

ェクト会議で示した別紙「地域貢献等に対す

る譲渡交渉先との協議状況と県の考え方」

（Ｐ６～Ｐ７）のうち、項目２「治水機能の

確保」から項目９「三瀬谷ダム・宮川ダム関

連施設」について、議会として県の考え方を

尊重するが、上記４（１）②で提言した部局

横断的な組織において、譲渡先の企業、関係

する市町、団体等と協議、調整を行い、着実

に実行されるよう努めること。 

 
 県・企業庁が示した「地域貢献等に対する

譲渡交渉先との協議状況と県の考え方」につ

いて、議会としてどう判断するかの記述が必

要である。 

 

※提出期限：平成２０年９月２６日（金）正午まで（期限厳守）にお願いします。 



  水力発電事業の民間譲渡に伴う宮川流域諸課題解決のためのプロジェクト会議（宮川プロジェクト会議） 

報告書（正副座長案）に対する意見 

会派名  新政みえ             

修正意見 

頁・行 原  案 修 正 案 理 由 
 

５頁１段

落目に 
加筆 
 
 

 
県・企業庁がこれまで地域の安全や 産業

の発展のために担ってきた治水、 利水、環

境保全といった公益的な機能や、事業者であ

る企業庁の実施してきた森林の環境保全、魚

道の運用、三浦湾漁場環境の保全などの地域

に貢献する取組が、譲渡後も継続されること

が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
県・企業庁がこれまで地域の安全や 産業

の発展のために担ってきた治水、 利水、環

境保全といった公益的な機能や、事業者であ

る企業庁の実施してきた森林の環境保全、魚

道の運用、三浦湾漁場環境の保全などの地域

に貢献する取組が、譲渡後も継続されること

が必要である。とりわけ、流域住民の安全に

深くかかわる治水機能の確保について留意

されること。 
 

 
プロジェクト会議で再三指摘された治水

についての記述をお願いしたい。 

 

※提出期限：平成２０年９月２６日（金）正午まで（期限厳守）にお願いします。 




